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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行部（７）に原動機（２）からの動力を伝動する伝動装置と、
　該伝動装置における走行部（７）への動力伝動経路の途中に配置され且つ前進時複数段
及び後進時一段の変速を行う変速機構（１２）と、
　該伝動装置における走行部（７）への動力伝動経路の途中における変速機構（１２）の
伝動下流側又は上流側に配設されて高速動力を断続する高速側クラッチ及び低速動力を断
続する低速側クラッチと、
　前記変速機構（１２）の変速操作を行う変速レバー（１４）と、
　前記高速側クラッチと低速側クラッチを択一的に接続させる断続操作具（１３）と、
　前記変速レバー（１４）による上記変速機構（１２）の後進への切換操作である後進操
作を規制する後進側規制部材（３８）とを備え、
　高速側クラッチを接続させた場合には、前記後進側規制部材（３８）によって、変速レ
バー（１４）の後進操作が規制されるとともに、変速レバー（１４）を後進操作させた場
合には、前記後進側規制部材（３８）によって、高速側クラッチの接続が規制されるよう
に、該後進側規制部材（３８）を、連係機構（４３）を介して、前記高速側クラッチに機
械的に連係させ、
　前記後進側規制部材（３８）は、高速側クラッチの断続によって揺動されるように支持
された丸棒状の規制アームであり、
　上記規制アーム（３８）に接当する接当部（４４）を、該変速レバー（１４）の中途部
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に一体的に設け、前記高速側クラッチを接続させた場合には、規制アーム（３８）と接当
部（４４）との接当によって、前記変速レバー（１４）の後進操作が規制される一方で、
前記変速レバー（１４）を後進操作した場合には、規制アーム（３８）と接当部（４４）
との接当によって、前記高速側クラッチの接続が規制される
　農作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、低速側クラッチと高速側クラッチとが択一的に接続される農作業機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　走行部に原動機からの動力を伝動する伝動装置と、該伝動装置における走行部への動力
伝動経路の途中に配置された変速機構と、該伝動装置における走行部への動力伝動経路の
途中における変速機構の伝動下流側又は上流側に配設されて高速動力を断続する高速側ク
ラッチ及び低速動力を断続する低速側クラッチと、前記高速側クラッチと低速側クラッチ
を択一的に接続させる断続操作具とを備えた農作業機が公知になっている（例えば、特許
文献１，２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１１６９１号公報
【特許文献２】特開２００３－２５８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記文献の農作業機では、通常、変速レバーによって、変速機構の切換操作を行うが、
高速側クラッチが接続されて高速動力が伝動される状態においては、変速機構の後進への
切換は規制した方が、走行時の安定性という観点から望ましい。そして、このような規制
を行う場合、変速レバーによる変速機構の後進への切換を規制する規制部材を設け、この
規制部材の作用・非作用を切換える操作を行うことが一般的に考えられる。
【０００５】
　しかし、該構成によれば、規制部材の作用状態から非作用状態への切換を忘れた状態で
、低速側クラッチを接続させた場合、低速動力が伝動されているにもかかわらず、上記規
制部材による変速機構の後進規制が意図せずに行われる一方で、既に後進に切換えている
場合には上記規制が行えず、問題がある他、規制部材を操作するための部材も別途必要に
なり、コスト高になる。
【０００６】
　本発明は、低速側クラッチ及び高速側クラッチの断続切換と、後進規制の作用・非作用
の切換とを、適切に行うことが容易で、且つコストも安価な農作業機を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、走行部７に原動機２からの動力を伝動する伝動装置と、該伝
動装置における走行部７への動力伝動経路の途中に配置され且つ前進時複数段及び後進時
一段の変速を行う変速機構１２と、該伝動装置における走行部７への動力伝動経路の途中
における変速機構１２の伝動下流側又は上流側に配設されて高速動力を断続する高速側ク
ラッチ及び低速動力を断続する低速側クラッチと、前記変速機構１２の変速操作を行う変
速レバー１４と、前記高速側クラッチと低速側クラッチを択一的に接続させる断続操作具
１３と、前記変速レバー１４による上記変速機構１２の後進への切換操作である後進操作
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を規制する後進側規制部材３８とを備え、高速側クラッチを接続させた場合には、前記後
進側規制部材３８によって、変速レバー１４の後進操作が規制されるとともに、変速レバ
ー１４を後進操作させた場合には、前記後進側規制部材３８によって、高速側クラッチの
接続が規制されるように、該後進側規制部材３８を、連係機構４３を介して、前記高速側
クラッチに機械的に連係させたことを特徴としている。
【０００８】
　前記後進側規制部材３８は、高速側クラッチの断続によって揺動されるように支持され
た丸棒状の規制アームであり、上記規制アーム３８に接当する接当部４４を、該変速レバ
ー１４の中途部に一体的に設け、前記高速側クラッチを接続させた場合には、規制アーム
３８と接当部４４との接当によって、前記変速レバー１４の後進操作が規制される一方で
、前記変速レバー１４を後進操作した場合には、規制アーム３８と接当部４４との接当に
よって、前記高速側クラッチの接続が規制されるものとしてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　高速側クラッチを接続させた場合には、後進側規制部材によって、変速レバーの後進操
作が規制されるとともに、変速レバーを後進操作させた場合には、前記後進側規制部材に
よって、高速側クラッチの接続が規制されるように、該後進側規制部材を、連係機構を介
して、前記高速側クラッチに機械的に連係させたので、低速側クラッチ及び高速側クラッ
チの断続切換と、後進規制の作用・非作用の切換とを、適切に行うことが容易であり、誤
操作を効率的に防止するとともに、後進側規制部材を操作する部材を別途設ける必要がな
く、コスト安になる他、後進側規制部材の作用・非作用は、低速側クラッチに関係無く、
高速側クラッチによってのみ切換えられるため、低速側クラッチを接続させている状態で
、後進操作が規制されることが防止される。
【００１０】
　前記後進側規制部材は、高速側クラッチの断続によって揺動されるように支持された丸
棒状の規制アームであり、上記規制アームに接当する接当部を、該変速レバーの中途部に
一体的に設け、前記高速側クラッチを接続させた場合には、規制アームと接当部との接当
によって、前記変速レバーの後進操作が規制される一方で、前記変速レバーを後進操作し
た場合には、規制アームと接当部との接当によって、前記高速側クラッチの接続が規制さ
れるものによれば、シンプルで安価な構成で、上記した規制内容を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の農作業機を適用した歩行型管理機の側面図である。
【図２】本発明の農作業機を適用した歩行型管理機の平面図である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）はクラッチレバー側の要部構成を示す平面図及び側面図である。
【図４】変速レバー及びその周辺の斜視図である。
【図５】変速レバーの基端側の構成を示す平面図である。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は規制手段の構成を示す平面図及び側面図である。
【図７】（Ａ）は規制手段によって規制している状態を示す内側の斜視図であり、（Ｂ）
は規制していない状態を示す内側の斜視図である。
【図８】（Ａ），（Ｂ）は規制プレートの上面側の斜視図及び下面側の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１，図２は、本発明の農作業機を適用した歩行型管理機の側面図及び平面図である。
図示する歩行型管理機は、前後方向に延びる機体フレーム１と、該機体フレーム１上に搭
載されたエンジン（原動機）２と、該エンジン２の側部に設置された前後方向の伝動ケー
ス３と、該伝動ケース３の後端側から前方斜め下方に延びるミッションケース４と、該伝
動ケース３の後端側から後方斜め下方に延びるロータリケース６と、前記ミッションケー
ス４の下端部に回転駆動可能に支持された左右一対の車輪７と、前記ロータリケースの下
端部に設置された左右方向の耕耘ロータリ８と、機体フレーム１の後端側から後方斜め上
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方に向かって一体的に延設されたハンドルフレーム（操作ボックス）９と、該ハンドルフ
レーム９から後方斜め上方の突出形成され且つ平面視でハンドルフレーム９と共にループ
状をなす操向ハンドル１１とを備えている。
【００１３】
　エンジン２で発生した動力は、伝動ケース３内の伝動ベルト（図示しない）を介して、
ミッションケース４内の走行変速機構（変速機構）１２（図５，６参照）に伝動される。
この伝動ベルトは左右一対で設けられ、一方の伝動ベルトは、その伝動比によって、高速
の動力を、走行変速機構１２に伝動する高速側伝動ベルトであり、他方の伝動ベルトは、
その伝動比によって、低速の動力を、走行変速機構１２に伝動する低速側伝動ベルトであ
る。
【００１４】
　各伝動ベルトには、テンションを付与するプーリからなる構成され且つ走行変速機構１
２にベルト伝動される動力を断続するクラッチが設置されている。高速伝動ベルト側のク
ラッチは、上記した高速動力を断続する高速側クラッチであり、低速伝動ベルト側のクラ
ッチは、上記した低速動力を断続する低速側クラッチである。
【００１５】
　そして、操向ハンドル１１に設置されたクラッチレバー（断続操作具）１３の揺動操作
によって、高速側クラッチ及び低速側クラッチの両方が切断状態になるニュートラル状態
と、高速側クラッチが切断状態で且つ低速側クラッチが接続状態になる低速状態と、高速
側クラッチが接続状態で且つ低速側クラッチが切断状態になる高速状態との何れかの状態
に択一的に切換える。
【００１６】
　走行変速機構１２に入力された動力は、該走行変速機構１２によって変速された後に、
車輪７に伝動され、該車輪７を走行駆動させる他、ロータリケース６内にも伝動される。
ちなみに、走行変速機構１２は、前進時複数段の切換及び後進時一段の切換が可能であり
、その切換操作（変速操作）を、ハンドルフレーム９の後端側から後方斜め上方に突出形
成された変速レバー１４の揺動によって行う。
【００１７】
　ロータリケース６には、走行変速機構１２（さらに具体的には、走行変速機構１２の伝
動上流側）から分岐されてきた動力を、耕耘ロータリ８に伝動する作業伝動機構（図示し
ない）が内装されている。この作業伝動機構は、耕耘ロータリ８への動力伝動を遮断する
ニュートラル状態と、耕耘ロータリ８を正転方向（前進させる方向）に回転駆動させる正
転状態と、耕耘ロータリ８を逆転方向に回転駆動させる逆転状態とに切換可能である。
【００１８】
　そして、これらの切換操作は、ロータリケース６の上部背面側から後方に突出する作業
機レバー１６の揺動によって行う。ちなみに、耕耘ロータリ８は、ロータリケース６の下
端部から、左右両側に突出する図示しないロータリ軸に一体回転可能に軸装された複数の
耕耘爪（図示しない）によって構成されている。
【００１９】
　図３（Ａ），（Ｂ）はクラッチレバー側の要部構成を示す平面図及び側面図である。前
記クラッチレバー１３は、操向ハンドル１１の左側部分に左右揺動可能且つ前後揺動可能
に支持され、操向ハンドル１１に取付固定されて水平面に沿う板状のレバーガイド１７の
ガイド孔１８に挿通され、該ガイド孔１８によって揺動案内される。
【００２０】
　ガイド孔１８は、前方が開放されたコの字状に成形され、左右一方側（図示する例では
右側）の前後方向に延びる部分が高速側案内部１８ａになり、左右他方側の前後方向に延
びる部分が低速側案内部１８ｂになり、この左右の案内部１８ａ，１８ｂの後端部同士を
接続するように左右方向にのびる部分が切換部１８ｃになる。
【００２１】
　高速側案内部１８ａの直下には、高速側作動アーム１９が前後揺動可能に支持され、該
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高速側作動アーム１９は、その前端部に連結されたワイヤ２１等の連係機構を介して、高
速側クラッチに連結されている。クラッチレバー１３を、切換部１８c内で高速側案内部
１８ａに位置させた後に、高速側案内部１８ａの最前方位置に揺動させると、該クラッチ
レバー１３の基端部に回転自在に支持された接当ローラ１３ａが、高速側作動アーム１９
の揺動支点よりも後方部分の窪みに接当し、高速側作動アーム１９がワイヤ２１を引張る
側に揺動され、これによって、高速側クラッチが接続状態に切換えられる（上記高速状態
に切換えられる）。
【００２２】
　低速側案内部１８ｂの直下には、低速側作動アーム２２が前後揺動可能に支持され、該
低速側作動アーム２２は、その前端部に連結されたワイヤ２３等の連係機構を介して、低
速側クラッチに連結されている。クラッチレバー１３を、切換部１８c内で低速側案内部
１８ｂに位置させた後に、最前方位置に揺動させると、上記接当ローラ１３ａが、低速側
作動アーム２２の揺動支点よりも後方部分の窪みに接当し、低速側作動アーム２２がワイ
ヤ２３を引張る側に揺動され、これによって、低速側クラッチが接続状態に切換えられる
（上記低速状態に切換えられる）。ちなみに、左右の作動アーム１９，２２の揺動支点の
位置は、側面視で、同一に設定されている。
【００２３】
　また、クラッチレバー１３を、後方位置揺動させて切換部１８ｃに位置させた場合、左
右方向への揺動が可能になる他、左右のワイヤ２１，２３への引張力が解除されるため、
高速側クラッチ及び低速側クラッチの切断状態になる（上記ニュートラル状態に切換えら
れる）。
【００２４】
　図４の変速レバー及びその周辺の斜視図であり、図５は、変速レバーの基端側の構成を
示す平面図である。上述したハンドルフレーム９は、下方が開放され且つ前後方向に延び
るアングル状に成形され、その開放された後端部には、方形状のレバーガイド２４が嵌込
み固定されている。一方、上述した変速レバー１４は、突出端側である先端部にグリップ
２６が形成され、その他の部分であるレバー本体２７が、前記レバーガイド２４に穿設さ
れたガイド孔２４ａに挿通されて案内される状態で、ミッションケース４側に揺動可能に
支持される。
【００２５】
　レバー本体２７におけるグリップ２６の反対側の端部である基端部は、ミッションケー
ス４内に挿通され、走行変速機構１２の一又は複数（図示する例では複数）のシフト部材
２８を介して、該走行変速機構１２の切換を行う。具体的には、前進時における高速状態
（高速，前進高速段）、中速状態（中速，前進中速段）又は低速状態（低速，前進低速段
）の切換と、後進状態（後進）への切換と、ニュートラル状態（ニュートラル）への切換
を行う。
【００２６】
　ガイド孔２４ａはＨを横に倒した形状を有し、該形状のガイド孔２４ａの上部における
左右一方側（本例では左側）が高速位置Ｈになり、他方側が中速位置Ｍになり、下部にお
ける左右一方側（本例では左側）が後進位置Ｒになり、他方側が低速位置Ｌになり、高速
位置Ｈと中速位置Ｍと後進位置Ｒと低速位置Ｌとの中間位置がニュートラル位置Ｎになる
。
【００２７】
　そして、変速レバー１４におけるガイド孔２４ａへの挿通部分である中途部を、高速位
置Ｈに揺動させる高速操作を行うと、走行変速機構１２が高速状態に切換えられ、中速位
置Ｍに揺動させる中速操作を行うと、走行変速機構１２が中速状態に切換えられ、低速位
置Ｌに揺動させる低速操作を行うと、走行変速機構１２が低速状態に切換えられ、後進位
置Ｒに揺動させる後進操作を行うと、走行変速機構１２が後進状態に切換えられ、ニュー
トラル位置Ｎに揺動させる高速操作を行うと、走行変速機構１２の動力伝動が遮断される
ニュートラル状態に切換えられる。



(6) JP 6514006 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

【００２８】
　該構造の歩行型管理機では、クラッチレバー１３、変速レバー１４及び作業機レバー１
６を適宜揺動操作し、路上走行や、圃場走行を行い、車輪７を前進走行させている最中は
、耕耘ロータリを回転駆動させて、圃場の耕耘作業を行う。
【００２９】
　なお、高速側クラッチ及び低速側クラッチと、走行変速機構１２と、作業機変速機構と
によって、エンジン動力を、各部に伝動する伝動装置が構成される。本例では、この伝動
装置の動力伝動経路の上流側に高速側クラッチ及び低速側クラッチが配置され、下流側に
走行変速機構１２が直列的に接続されるが、両者が伝動経路内で直列的に配置されれば、
高速側クラッチ及び低速側クラッチの上流側に、走行変速機構１２を配置してもよい。
【００３０】
　該構成によって、上記伝動装置は、前進時は３×２の計６段、後進時は１×２の計２段
の変速を行う機能を有する。しかし、実際には、後進時に高速側クラッチからの高速動力
が車輪７に伝動されると、走行速度が、速くなりすぎて走行安定性が悪くなる他、圃場で
の作業走行時に、走行変速機構１２を高速状態に変速切換すると、耕耘作業を効率的に行
うことが困難になる場合がある。このため、この歩行型管理機には、クラッチレバー１３
及び変速レバー１４の予め定めた所定操作を、適切なタイミングで規制する規制手段が設
けられている。
【００３１】
　次に、図３，図４，図７及び図８に基づき、規制手段の構成を詳述する。
【００３２】
　図６（Ａ），（Ｂ）は規制手段の構成を示す平面図及び側面図であり、図７（Ａ）は規
制手段によって規制している状態を示す内側の斜視図であり、（Ｂ）は規制していない状
態を示す内側の斜視図であり、図８（Ａ），（Ｂ）は規制プレートの上面側の斜視図及び
下面側の斜視図である。規制手段として、規制プレート（高速側規制部材）２９と、断面
視円形の規制棒３１とを設けている。
【００３３】
　上記規制プレート２９は、チャネル状のハンドルフレーム９内の天井面側に沿って前後
方向の形成され、該全長方向にスライド自在に、該ハンドルフレーム９側に支持されてい
る。この規制プレート９の前端側には、左右方向の支持ブラケット３２が固着され、後端
部は下方に屈曲形成されて規制部３３を構成しており、この規制部３３は、後述する所定
状態で、変速レバー１４の高速位置Ｈへの揺動操作を規制するように構成されている。
【００３４】
　支持ブラケット３２の側端側は、ハンドルフレーム９の側部内面側に沿うように、前方
に向かって屈曲形成されて支持部３２ａを構成しており、支持部３２ａには、左右方向の
操作軸３４が軸方向に移動可能にネジ係合されて挿通されている。この操作軸３４の一端
部は、ハンドルフレーム９の側部から前後方向の挿通孔９ａ（図４参照）を介して、外部
側に突出しており、この突出した端部に、操作ノブ３６が該操作軸３４と一体で、軸回り
に回転するように取付支持され、この操作ノブ３６を、操作軸３４の軸回りに回転させる
ことにより、操作軸３４及び操作ノブ３６が、該操作軸３４の軸方向に移動する。
【００３５】
　この挿通孔９ａは、規制プレート２９の前後スライド時、操作軸３４のハンドルフレー
ム９に対する前後動を許容するように前後方向に延びる長孔状に成形されている。操作ノ
ブ３６を、ハンドルフレーム９の側面に近づく側（ロック方向）に回転させると、両者が
締着固定され、これによって、規制プレート２９の前後位置が固定される一方で、操作ノ
ブ３６を、ハンドルフレーム９の側面から離れる側（解除方向）に回転させると、両者の
締着固定が解除され、規制プレート２９を前後スライドさせることが可能になる。
【００３６】
　規制プレート２９を最後方位置（規制位置）にスライド移動させると、規制部３３が平
面視で、上記高速位置Ｈ側の臨み、変速レバー１４の高速位置への揺動操作（高速操作）
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を規制する規制状態）に切換えられる（図７（Ａ）参照）。一方、規制プレート２９を規
制位置から前方位置（非規制位置，非規制範囲）にスライド移動させると、変速レバー１
４の高速操作を規制しない非規制状態に切換えられる（図７（Ｂ）参照）。
【００３７】
　上記規制棒３１は、左右方向に延びる軸部３７と、該軸部から下方に屈曲形成された規
制アーム（後進側規制部材，アーム部）３８とによって構成されている。軸部３７は、規
制プレート２９の下面後寄り部分に固着された左右方向の支持筒３９に軸回りに回動可能
に嵌合挿入され、これによって、規制アーム３８が、軸部３７の軸回りに前後揺動可能に
、規制プレート２９側に支持される。
【００３８】
　なお、この規制アーム３８と軸部３７とは、単一の規制棒３２によって一体成形されて
いるが、これを別部材によって構成し、両者を溶接等で固定してもよい。
【００３９】
　また、軸部３７における規制アーム３８と反対側に端部には、連動アーム４１の上端部
が固着され、この連動アーム４１は、軸部３７の軸回りに、規制アーム３８と一体で、前
後揺動され、その姿勢（前後揺動位置）は、該規制アーム３８と略同一になる。
【００４０】
　この連動アーム４１の下端部（先端部）が、連係ワイヤ４２によって、上述した高速側
作動アーム１９と連係され、これによって、高速側クラッチとも機械的に連結される。そ
して、高速側クラッチが接続される上記高速状態に切換えられると、連係ワイヤ４２の引
き作動によって、連結アーム４１が前方揺動されて作用姿勢に切換えられる一方で、高速
側クラッチが切断された上記低速状態又はニュートラル状態に切換えられると、連係ワイ
ヤ４２の引き作動が解除され、これによって、連結アーム４１が後方揺動されて非作用姿
勢に切換えられる。
【００４１】
　言換えると、連動アーム４１及び連係ワイヤ４２等は、高速側クラッチが接続された場
合には規制アーム３８を作用姿勢に切換えるとともに、高速側クラッチが切断された場合
には、規制アーム３８を非作用姿勢に切換えるように、高速側クラッチと規制アーム３８
とを機械的に連係させた連係機構４３を構成している。
【００４２】
　規制プレート２９が規制位置に後方スライドされ且つ変速レバー１４が中速位置又は低
速位置に揺動されている状態で、規制アーム３８を、非作用姿勢から作用姿勢に切換える
（高速側クラッチを接続作動させる）と、該規制アーム３８が、変速レバー４１の後進位
置Ｒへの揺動操作（後進操作）を規制（禁止）する状態（後進規制状態）になる。
【００４３】
　具体的には、後進規制状態時、変速レバー１４の中途部に溶着された板状の接当片（接
当部材，接当部）４４と、規制アーム３８との接当によって、後進操作が規制される。こ
の接当片４４は、変速レバー１４の中途部から側方に突出した板状部材であり、後進規制
状態では、この接当片４４の変速レバー１４から突出した側の端部が、後進操作を規制す
る後進規制部位４４ａになる。
【００４４】
　一方、規制プレート２９が規制位置に後方スライドされ且つ変速レバー１４が後進位置
に揺動されている状態では、接当片４４の後端部（高速側規制部位４４ｂ）と、規制アー
ム３８との接当によって、該規制アーム３８の非作用姿勢から作用姿勢への揺動が規制さ
れる。高速側クラッチは、連係機構４３によって、規制アーム３８と機械的に連係されて
いるため、規制アーム３８の作用姿勢への切換が規制されている状態では、高速側クラッ
チの接続作動（高速状態への切換）も規制される。
【００４５】
　また、規制プレート２９が非規制位置に位置し且つ変速レバー１４が中速位置又は低速
位置に揺動されているとともに、規制アーム３８が作用姿勢に切換えられている状態で、
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せて、後進操作も規制される状態になる。
【００４６】
　以上のように構成される本歩行型管理機によれば、適切なタイミングで、後進操作や、
高速操作や、高速側クラッチの接続操作が規制可能なり、誤操作が効率的に防止される他
、１つの操作で、後進操作の規制と、高速操作の規制とを、同時に行うことも可能であり
、操作性も良好である。また、規制アーム３８の断面視円形の規制棒３１から構成されて
いるため、他の部材のとの接当によって、引掛り無く、スムーズに接当及び接当解除を行
うことが可能である。これに加えて、接当片４４の後進規制部位４４ａと高速側規制部位
４４ｂとの間のコーナー部分は、規制アーム３８との引掛りを低減させるように面取りさ
れ、両者の接当はさらにスムーズになる。
【００４７】
　また、後進状態を規制するか、或いは進状態に切換えられている場合に所定の操作を規
制する各種部材（具体的には、規制部３３を有する規制プレート２９や、規制アーム３８
を有する規制棒３１や、連係機構４３の連動アーム４１及び連係ワイヤ４２や、接当片４
４等）を、変速レバー１４側（主変速操作具側）に集中配置して、コンパクトに、ハンド
ルフレーム９内に収めているため、省スペース化が図られ、且つメンテナンスも容易であ
る。
【００４８】
　なお、上記接当片４４は、接当部として、変速レバー１４の中途部に一体成形してもよ
く、この場合には、部品点数が減少し、さらにコスト安にすることが可能になる。
【符号の説明】
【００４９】
　　２　エンジン（原動機）
　　７　車輪（走行部）
　　１２　走行変速機構（変速機構）
　　１３　クラッチレバー（断続操作具）
　　１４　変速レバー
　　２９　規制プレート（高速側規制部材）
　　３８　規制アーム（後進側規制部材，アーム部）
　　４３　連係機構
　　４４　接当片（接当部材，接当部）
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